
議案第１２号

　　　�川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　令和 ８ 年 ２ 月１２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　福　田　紀　彦

　　　�川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例

　川崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に

関する条例（平成２６年川崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

　第１３条及び第１４条中「第１４条第６項」を「第１４条第７項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の

一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものである。




